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昨日から、第 1 次意見書案のとりまとめに入った政府の障がい者制度改革推進会議の様

子を各紙が伝えています。これと、その会議でも話題となった高齢者の虐待の実態などの

報道をお伝えします。【kobi】 
 
 
 
障害者差別禁止の新法制定検討 政府会議が基本方針素案 

朝日新聞 2010年 5月 25日 
 
 障害者の当事者も参加する政府の「障がい者制度改革推進会議」は２４日、制度改革の

基本方針素案をまとめた。２０１１年の通常国会で障害者基本法の抜本改正を目指す。障

害者差別禁止法（仮称）の制定も検討していく。関係省庁と調整した後、６月中にも基本

方針を閣議決定する予定だ。  
 今回の素案は、今年１月に始まった同会議で障害者らが出した意見をまとめた。障害者

基本法の改正時期を明記するほか、障害者団体などが強く求めている差別禁止法は、制定

に向けて検討し、１２年度末までに結論を出す。  
 障害児は現在、特別支援学校に通っているが、障害の有無にかかわらず、すべての子ど

もが地域の小中学校の通常学級に通うことを原則とする。文部科学省が慎重な姿勢を示し

ているが、年内をめどに結論を得る。  
 障害者雇用の義務対象に精神障害を加えるほか、バリアフリーの整備の遅れなどを改善

するため、１１年に提出が検討される交通基本法案（仮称）に移動の権利を明文化するこ

とも盛り込まれる。  
 また、障害者の定義の範囲も広げる。障害の原因となる疾患や症状など主に医学的に決

められているが、これを日常生活で行動が制限されている状況などを踏まえて社会的側面

からも判断するように変える。  
 ６月７日の同会議で、基本方針に反映させる意見書を取りまとめる。年内にも、第２次

意見書を示す予定だ。  
 
 
 
障がい者制度改革推進会議：特別学校、希望制に 所得保障など求める－－１次意見書案 

毎日新聞 2010年 5月 25日 
 
 障害者政策全体を見直す政府の「障がい者制度改革推進会議」が２４日開かれ、政府に

対する１次意見書案を公表した。障害の定義について、身体、知的、精神の個人の心身機

能に注目した従来の「医学モデル」を転換し、社会参加を難しくしている社会の側の問題

からとらえ直す障害者基本法改正案を来年の通常国会に提出するよう要請。障害者自立支



援法廃止後の「障害者総合福祉法」（仮称）案の１２年内の国会提出や障害者差別禁止法制

定に加え、教育、医療、雇用など各分野の制度改正も求めた。 
 来月内に全閣僚で構成する「障がい者制度改革推進本部」（本部長・鳩山由紀夫首相）に

提出、閣議決定を目指す。基本法改正については、関係閣僚に勧告権をもつ監視機関の設

置も要請する。 
 意見書案では、障害にかかわらずすべての子供が原則、地域の小中学校に学籍を置き、

親子が希望すれば特別支援学校にも就学できるようにする▽政府が検討中の新年金制度で

障害者の所得保障を検討▽国土交通省が検討中の「交通基本法」（仮称）案で移動の権利を

明文化▽医師や看護師の配置が一般より少ない精神医療政策などの見直し－－などを求め

た。 
 現行法制の大幅な改革を促す中身も多く、同会議の委員からは「財源と共に、地方分権

との整合性も課題」との意見も出ている。東俊裕・同会議担当室長は「省庁にどこまで具

体的に要請するかは今後詰める」とした。【野倉恵】 
 
 
 
老人介護施設で 8千人が「虐待」の身体拘束 

（ 2010年 05月 24日キャリアブレイン ） 
 
 高齢者虐待防止法で「虐待」とされる違法な身体拘束を受けている高齢者は、全国の主

要介護施設で約 8000人いることが、5月 24日までに厚生労働省研究班の調査で分かった。
虐待に当たらないものも含めると、身体拘束を受けている高齢者は約 3万 2000人いるとし
ている。 
 調査は昨年、全国の特別養護老人ホーム（特養）、介護老人保健施設（老健）、介護療養

型医療施設、認知症グループホームに実施し、5314施設から回答を得た（回収率 23.9％）。 
 2005年の前回調査と比較可能な特養、老健、介護療養型で見ると、拘束率は 2.0ポイン
ト減の 3.2％、このうち「虐待」に当たる違法な拘束率は 10.7ポイント減の 21.4％だった。
身体拘束を原則として禁止している施設の割合が、8.2ポイント増の 23.4％になったことが
影響した。 
 医療・介護施設全体で見ると、11 万人を超える高齢者が身体拘束を受けており、このう
ち 3万 4000人は「虐待」を受けていると推計している。 
 一方、8割を超える介護施設が、身体拘束の減少が目指せると回答。調査結果では、身体
拘束の「代替策の実行」「見直しの実行」「合議体による判断」を行政の指導と併せて実施

することが必要だと提言している。 
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